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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケアのイベントをグループ化することによりケアのエピソードを生成及び編集すること
を容易化するシステムであって、
　患者について確立されたケアのエピソードを保存するケアのエピソードのデータベース
を有し、前記システムは更に、
　１つ以上の医療データシステムから医療イベントを収集するデータ取得モジュールと、
　前記１つ以上の医療データシステム内に含まれる文章医療レポートから患者データ及び
句を抽出する文章レポート抽出モジュールと、
　前記確立されたケアのエピソードをユーザに表示するケアのエピソード可視化モジュー
ルと、
　前記ケアのエピソード可視化モジュールにおいて、ユーザがケアのエピソードを生成、
拡張及び修正することを可能とする、ケアのエピソード構築ユーザインタフェースと、
を実行するよう構成されたプロセッサ
を有するシステム。
【請求項２】
　ケアのエピソードを自動的に生成し、未だ関連付けされていない医療イベントにより、
確立されたケアのエピソードを拡張するようユーザに提案を提示する、グループ化モジュ
ールを更に有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
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　前記グループ化モジュールは更に、ユーザが最後にアプリケーションを開いてから生成
されたそれぞれの新たな医療イベントについて、合致するケアのエピソードのリストを提
示するよう構成された、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記プロセッサは更に、前記合致するエピソードの１つのユーザ選択を記述する入力を
受信するよう構成された、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記プロセッサは更に、前記合致の信頼度が所定の閾値よりも低いか否かを示す入力を
受信するよう構成された、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記グループ化モジュールは、新たな医療イベントを既存のケアのエピソードに自動的
に割り当てる、請求項３に記載のシステム。
【請求項７】
　新たなイベントが検出されると、前記グループ化モジュールは自動的に、アクティブな
ケアのエピソードをブラウズし、潜在的な類似性を検出する、請求項２乃至６のいずれか
一項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ケアのエピソード可視化モジュールは、所与の患者について保持されたケアのエピ
ソードを表示する、請求項１乃至７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ケアのエピソード可視化モジュールは、ｘ軸が時間を表し、個別の医療イベントが
アイコンによって示された、水平バー要素として、各ケアのエピソードを提示する、請求
項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ケアのエピソード可視化モジュールは、或るエピソードが、別の既存のケアのエピ
ソードの臨床的な結果であることを視覚的に示すために、分岐するバーとしてケアのエピ
ソードを表現する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ケアのエピソード可視化モジュールは、合体したケアのエピソードが以降は単一の
ケアのエピソードとして表現されるように、合体するバーとしてケアのエピソードを表現
する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　抽出されたデータを分類すること、及び患者履歴の高レベルの概観を可視化することに
より、ケアのエピソードを生成及び編集することを容易化するシステムであって、
　前記システムは、患者について確立されたケアのエピソードを保存するケアのエピソー
ドのデータベースを有し、前記システムは更に、
　医療文章文書から文節、段落及び文章を解析して抽出する文書解析モジュールと、
　句を検出し前記句を外部のオントロジーにマッピングする概念抽出モジュールと、
　コンテキスト情報に基づいて抽出された句の状態を決定する文章コンテキストモジュー
ルと、
　１つ以上の抽出された概念を選択し、前記概念を１つ以上の予め選択されたカテゴリに
マッピングする分類モジュールと、
　１つ以上の医療文章文書から計算された分類情報を可視化し、ユーザにより確立された
ケアのエピソードを表示する、情報可視化アプリケーションの一部である可視化モジュー
ルと、
を実行するよう構成されたプロセッサを有し、前記システムは更に、抽出された分類情報
を用いてユーザが前記可視化モジュールにおいてケアのエピソードを生成、拡張及び変更
することを可能とするケアのエピソード構築ユーザインタフェースを有するシステム。
【請求項１３】
　前記分類モジュールは、概念の句を受信し、前記概念の句を１つ以上の所定の分類に関
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連付け、前記概念の句を１つ以上の所定のカテゴリにマッピングする、請求項１２に記載
のシステム。
【請求項１４】
　前記分類モジュールは、前記所定のカテゴリのそれぞれをモデル化する概念の句のリス
トを保持し、概念のカテゴリのリストのいずれかにおいて前記概念の句を識別すると、前
記概念の句が当該カテゴリに関連付けられる、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記分類モジュールは、カテゴリ毎に代表的な概念のリストを保持し、オントロジーの
関係を通して、前記概念の句と前記代表的な概念のリストとの間の意味的な関連を確立す
る、請求項１３に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の健康管理データシステム及び方法において用途を見出す。しかしなが
ら、記載される手法は、その他の文書管理システム、その他のデータ管理手法等において
も用途を見出すことは、理解されるであろう。
【背景技術】
【０００２】
　ケアのエピソードは、明確な開始日及び終了日を持つ病気の定義された期間である。ケ
アのエピソードの間、患者は、医療的な処置、放射線治療、外科的介入、診断試験、及び
画像検査等を受け得る。例えば数の医療イベントを、意味のあるケアのエピソードにまと
めることは、患者の臨床履歴を知的に集める忙しい臨床医にとって、経済的な最適化のた
め種々のケアのエピソードに対してイベントの分布を解析する管理者にとって、及び臨床
的な介入の効果を検査する調査員にとって、極めて有用である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の医療データシステムにおいては、医療イベントは、包括的なケアのエピソードへ
と意味的に接続されていない。このようにして例えば、或るデータシステムからは肝臓の
画像によりガイドされる生体検査が実行されたことが導出され、別のデータシステムから
は同じ患者に対して３日後に病理報告が為されたことが導出され得る。先行する生体検査
の結果を議論する病理報告を反映するメタ情報は存在しない。斯かるメタ情報の欠如は、
複数の異種のイベントをケアのエピソードへグループ化することを妨げる。
【０００４】
　医療情報を統合し要約するための典型的な方法は、ワークフローにおいて利用されると
きに臨床決定に影響を与え得るため、正確なものである必要がある。問題の複雑さを考え
ると、今日の医療データ持続性構造及び／又は情報処理技術を前提としても、複数の異種
の医療イベントをケアのエピソードにまとめることには問題が多い。
【０００５】
　品質の良い心臓画像読み取り（例えばＵＳ、ＣＴ、ＭＲＩ）は、最新の検査における所
見を、先行する所見及び関連する画像検査、電子医療記録（ＥＭＲ）及びその他の情報源
の先行するレポートにおいて文書化された診断と統合する。斯かる情報アイテムは、制約
された語彙（例えば多くの選択肢の包括的なリストから選択された値又は文）、離散的な
値（例えば測定値）又はこれらの組み合わせにより、文章的に文書化されたものであり得
る（例えばフリーテキストの文）。
【０００６】
　異種の情報源において有用な情報を探すことは、時間を浪費するものであり、ワークフ
ローを混乱させる。この理由のため、画像を解釈する心臓専門医は、該心臓専門医がかな
りの時間的な圧力下にある場合又は検索が有用な情報を導出することを期待しない場合（
「未知の既知」条件がない場合）、異種の情報源（例えば先行する検査の解釈レポート）
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に検索したいと思わない傾向がある。
【０００７】
　種々のレポートに亘って異なるスタイル（文章、制約されたアイテム、離散的なアイテ
ム）で文書化されたものであり得る、パラメータの選択番号は、画像を解釈する心臓専門
医に適切である。特定のパラメータについては、時間依存する傾向が特に重要である。例
えば、低い左心室駆出分画率は、５年より長く安定であれば、心配の大きいものではない
。時間に対するパラメータの傾向を検出することは、それほど最近ではない過去に終了し
たレポートの参照を必要とする。関連するパラメータ及び時間に対する傾向を知的に合成
することは、特に異種の情報源（例えばＭＲＩ及びＵＳのレポート）から集められる必要
がある場合には、労力を要し負担の大きいものである。
【０００８】
　画像検査を参照する医師により提供される検査がしばしば、欠落した情報が潜在的に診
断を変更する及びケアに影響を与えるものとなるほど不完全である理由が、文献において
報告されている。理論的には、放射線医は、異質な情報源にアクセスして、参照臨床医に
より提供された情報を確認し、これらの合成における間隙を埋め得る。この工程は労力を
要し且つワークフローを混乱させるものであり、それ故しばしば省略される。
【０００９】
　患者の背景情報の収集は、文章の内容から成り、それ故完了が困難である。従来のツー
ルは、一般に放射線の解釈（例えば腫瘍の履歴）に関連するトピックと、一般に関連しな
いトピック（例えば熱）と、を区別しない。
【００１０】
　本発明は、ケアのエピソードを生成及び編集すること、並びにケアのイベントを分類す
ることを容易化し、それにより上述した問題及びその他の問題を克服する、新規な改善さ
れたシステム及び方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一態様によれば、ケアのイベントをグループ化することによりケアのエピソードを生成
及び編集することを容易化するシステムは、患者について確立されたケアのエピソードを
保存するケアのエピソードのデータベースを有する。プロセッサは、１つ以上の医療デー
タシステムから医療イベントを収集するデータ取得モジュールと、前記確立されたケアの
エピソードをユーザに表示するケアのエピソード可視化モジュールと、を実行するよう構
成される。前記プロセッサは更に、前記ケアのエピソード可視化モジュールにおいて、ユ
ーザがケアのエピソードを生成、拡張及び修正することを可能とする、ケアのエピソード
構築ユーザインタフェースと、ケアのエピソードを自動的に生成し、未だ関連付けされて
いない医療イベントにより、確立されたケアのエピソードを拡張するようユーザに提案を
提示する、グループ化モジュールと、を実行するよう構成される。
【００１２】
　他の態様によれば、重症度及び傾向状態に応じて抽出された心臓データ値を正規化及び
マッピングすることを容易化するシステムは、患者データについての１つ以上の情報デー
タベースにクエリ送信するデータ収集モジュールと、所与の医療文書の文章構造を認識す
る文書解析モジュールと、を実行するよう構成されたプロセッサを有する。パラメータ抽
出モジュールが、前記医療文書に含まれる検査タイプ、検査理由及び疾患モデルに応じて
解析された医療文書から関連情報を検出及び抽出し、パラメータ正規化モジュールが、抽
出されたパラメータを正規化する。正常範囲外パラメータ検出モジュールが、１つ又は複
数の値が該値の正常の範囲外であるか否かを検出し、傾向検出モジュールが、一連のタイ
ムスタンプを付された測定値又はその他の正規化された値における傾向を検出する。可視
化モジュールは、抽出された関連パラメータを表示し、該パラメータが議論されているソ
ースデータへの即時のアクセスを可能とする。
【００１３】
　他の態様によれば、抽出されたデータを分類すること、及び患者履歴の高レベルの概観
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を可視化することを容易化するシステムは、医療文章文書から文節、段落及び文章を解析
して抽出する文書解析モジュールと、句を検出し前記句を外部のオントロジーにマッピン
グする概念抽出モジュールと、を実行するよう構成されたプロセッサを有する。前記プロ
セッサは更に、コンテキスト情報に基づいて抽出された句の状態を決定する文章コンテキ
ストモジュールと、１つ以上の抽出された概念を選択し、前記概念を１つ以上の予め選択
されたカテゴリにマッピングする分類モジュールと、を実行するよう構成される。前記プ
ロセッサは更に、１つ以上の医療文章文書から計算された分類情報を可視化する、情報可
視化アプリケーションの一部である可視化モジュールを実行するよう構成される。
【００１４】
　本発明の更なる利点は、以下の詳細な説明を読み理解することによって、当業者に理解
されるであろう。
【００１５】
　図面は単に種々の態様を説明する目的のためのものであり、限定として解釈されるべき
ではない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ここで説明される１つ以上の態様による、ケアのイベントをグループ化すること
によりケアのエピソードを生成及び編集することを容易化するシステムを示す。
【図２】ここで説明される種々の特徴による、重症度及び傾向状態に応じて抽出されたデ
ータを正規化及びマッピングすることを容易化するシステムを示す。
【図３】ここで説明される１つ以上の特徴による、臨床コンテキストインジケータインタ
フェースを示す。
【図４】「ＬＶ　ＥＦ」ボタン８０がクリックされた後の、臨床コンテキストインジケー
タインタフェースを示す。
【図５】ここで説明される種々の特徴による、抽出されたデータを分類すること、及び患
者履歴の高レベルの概観を可視化することを容易化するシステムを示す。
【図６】クローン病に関連する情報を含むレポートをフィルタリングするための用いられ
るバープロットを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　説明されるシステム及び方法は、異種データ源を統合することにより有意なケアのエピ
ソードを自動的に生成することによって、上述した問題を克服する。ケアのエピソードは
、明確な開始及び終了日を持つ、明確な病気の期間である。ケアのエピソードの間に患者
は、医療処置、放射線治療、外科的介入、診断的検査、及び画像検査等を受け得る。複数
の医療イベントを有意なケアのエピソードにまとめることは、患者の臨床履歴を知的に集
める忙しい臨床医にとって、極めて有用である。
【００１８】
　他の実施例によれば、画像を解釈する心臓専門医によって用いられるダッシュボード表
示における一連の正規化されたパラメータにおける傾向を検出及び可視化するためのシス
テムが提供される。該システムは、データ源への即時のアクセスを可能とする。
【００１９】
　他の実施例においては、文章の医療コンテンツが分類され、直観的で理解可能な態様で
出力が提示される。可視化手法は、ソースデータへの容易なナビゲーション及び分類結果
の即時の確認を可能とし、それにより放射線医による全ての関連情報の合成を容易化する
。
【００２０】
　図１は、ここで説明される１つ以上の態様による、ケアのイベントをグループ化するこ
とによりケアのエピソードを生成及び編集することを容易化するシステム１０を示す。該
システムは、１つ以上の医療データシステムから医療イベントを集めるデータ取得モジュ
ール１２と、患者について確立されたケアのエピソードを保存するケアのエピソードデー
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タベース１４と、を有する。ケアのエピソード可視化モジュール１６は、確立されたケア
のエピソードを、ユーザに対して可視化及び／又は表示する。また、該ケアのエピソード
可視化モジュールにおけるケアのエピソードをユーザが生成、拡張又は修正することを可
能とする、ケアのエピソード構築ユーザインタフェース１８が備えられる。該システムは
更に、有意なケアのエピソードを自動的に生成し、確立されたケアのエピソードを未だ関
連付けられていない医療イベントによって拡張するようユーザに提案する、グループ化モ
ジュール２０を含む。該システムは更に、記載されたモジュール（例えばコンピュータ実
行可能な命令、ルーチン、アプリケーション、プログラム等）を実行するプロセッサ２４
と、これらモジュールが該プロセッサによる実行のため保存されたメモリ２６と、を含む
。
【００２１】
　データ取得モジュール１２は、標準的なＡＰＩ（Application Programming Interface
）手法を用いて、ＰＡＣ、ＥＭＲ及びＨＬ７といった収集部のような１つ以上の医療デー
タシステムにアクセスする。該データ取得モジュールは、患者の一意な識別子（例えば医
療記録番号）を与えられ、該患者に関する医療コンテンツを得るため、データ源にクエリ
送信する。該モジュールは、例えば画像検査のための包括的なデータ構造を介して、コン
テンツを分類する分類モジュール２２を含み、ここで各画像検査は、生体構造（例えば頭
部／胸部／腹部等）及びモダリティ（例えばＭＲ／ＣＴ／超音波等）並びにその他の関連
する特徴を持つイベントとしてモデル化される。
【００２２】
　ケアのエピソードデータベース１４は、明確な開始及び終了日を持ち、データ取得モジ
ュール１２により収集された１つ以上の医療イベントを含む時間間隔として、ケアのエピ
ソードを保存する。データベース１４はまた、ケアのエピソード可視化モジュール１６に
より提示される可視化を構築するために必要とされるケアのサブエピソード及びその他の
全ての要素を保存する。一実施例においては、データベース１４はまた、データセットの
全ての先行バージョン、及びログ痕跡としての誰がどの変更を実装したかについての情報
を保存する。
【００２３】
　ケアのエピソード可視化モジュール１６は、所与の患者について保持されたケアのエピ
ソードを可視化する（表示する）。一実施例においては、モジュール１６は、別個の医療
イベントがアイコンによって示された、水平のバー要素（例えばｘ軸が時間を表す）とし
て、各ケアのエピソードを可視化する。ケアのエピソードは、例えば或るエピソードが別
の既存のケアのエピソードの臨床的な結果であったことを視覚的に示す（ガントチャート
のような）分岐するバーとして表現されても良い。ケアのエピソードはまた、例えば幾つ
かのケアのエピソードがそれ以降１つのエピソードとみなされるべきであることを表現す
る、合体するバーとして表現されても良い。分岐する及び合体するケアのエピソードを表
すための視覚的な装置は、非線形のパターンの性質に依存して別個のものであっても良い
。
【００２４】
　ケアのエピソードは更に、サブエピソード又は段階に分割されても良い。このようにし
て、サブエピソードは診断フェーズを表し、その他は処置及び監視フェーズを表しても良
い。サブエピソードは、ケアの主エピソード内の水平バーとして表現されても良いし、又
はケアの主エピソードの水平バーにおける垂直線又はサブエピソードのバーを接続する線
のようなその他の視覚的特徴によりマークされても良い。
【００２５】
　各ケアの（サブ）エピソードは、フリーテキスト型の記述（例えば「乳房切除の後の化
学療法」）又は条件の制約されたセットからのアイテム（例えば「診断」、「処置」、「
監視」）によって注記付けされても良い。一実施例においては、条件の制約されたセット
からのアイテムが、視覚的な要素が現れるデフォルトの色又は視覚的パターンを推奨又は
提案する。
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【００２６】
　ケアのエピソード構築ユーザインタフェース１８は、直観的なＵＩ原理を用いて、ユー
ザがケアのエピソードを生成、削除、変更、併合及び分岐することを可能とする。一例に
よれば、新たなケアのエピソードを生成するため、「＋」のマークを持つボタンがクリッ
クされても良い。既存のケアのエピソードを削除するため、対象のケアのエピソードが選
択されても良い。ユーザがマウスの右クリックをすると、「削除」がひとつの選択可能な
選択肢であるメニューが出現する。２つのケアのエピソードを併合するためには、２つの
エピソードが選択され、「併合」ボタンが選択されても良い。代替としては、ユーザは或
るエピソードを別のエピソードへドラッグアンドドロップしても良いし、又は或るエピソ
ードにおいて選択を開始して別のエピソードにおいて選択を終了しても良い。ケアのエピ
ソードを分岐させるためには、目標のケアのエピソードが選択されても良い。ユーザがマ
ウスの右クリックをすると、「＿において分岐」がひとつの選択可能な選択肢であるメニ
ューが出現する。当該選択肢は、「＿」の場所に選択された時点に対応する日付を持つ。
【００２７】
　ケアのサブエピソードは、ケアのエピソードを管理するための原理と一貫したＵＩ原理
を用いて、同様の態様で管理されても良い。医療イベントは、タイムライン上の個々のア
イコンとして表現されても良い。医療イベントは、直観的なＵＩ原理を用いて、ケアのエ
ピソードにグループ化されても良く、ケアのサブエピソードに関連付けられても良く、ケ
アのサブエピソードから削除されても良い。一例によれば、複数の医療イベントを１つの
新たなケアのエピソードにグループ化するために、これらイベントが選択されても良い。
ユーザがマウスの右クリックをすると、「新たなケアのエピソードにグループ化する」が
ひとつの選択可能な選択肢であるメニューが出現する。或る医療イベントを既存のケアの
エピソードと関連付けるために、該イベントのアイコンが、該ケアのエピソードへとドラ
ッグアンドドロップされても良い。他の実施例においては、複数のイベントが同時に選択
されてドラッグアンドドロップされても良い。ケアのエピソードを削除するために、該エ
ピソードが、或るケアのエピソードから別のケアのエピソードへと、又は「中立領域」（
例えば年次の身体検査のような「オン／オフ」型　の手順に関連する）へとドラッグアン
ドドロップされても良い。一実施例においては、イベントはタイムラインから削除される
ことができず、別の実施例においては、削除されることができる。医療イベント間及び医
療イベント内、並びにケアのサブエピソード間及びケアのサブエピソード内でのインタラ
クションは、医療イベント間及びケアのエピソード間のインタラクションを管理するため
の原理と一貫したＵＩ原理を用いて、同様の態様で管理されても良い。ケアシステムのエ
ピソード及びサブエピソードは、ケアのエピソードデータベースにおいて保持される。
【００２８】
　新たな医療イベントが検出されると、グループ化モジュール２０は、アクティブなケア
のエピソードをブラウズし、潜在的な類似性を検出することにより、有意なケアのエピソ
ードを自動的に生成しようと試みる。次いでその結果が、適切な態様で（例えば類似性ス
コアにより並べ替えられて）ユーザに提示される。グループ化モジュール２０は、自動的
に導出された特性に基づいて、医療イベント及びケアの（サブ）エピソード間の類似性を
確立する。例えば、モダリティ（例えばＣＲ、ＣＴ、ＭＲＩ等）、組織（例えば脳、胸部
、乳房等）等のような特徴が、画像検査イベントから導出されても良い。
【００２９】
　別の実施例においては、文章のレポート（例えば放射線、病理学、検査レポート、腫瘍
、手術ノート）に関連する医療イベントが、自然言語処理及び情報抽出手法を用いて、関
連情報のために自動的に精査されても良い。例えば、このようにして、解析された組織の
生体検査の身体位置を抽出するため（病理学レポートの場合）、専用のモジュールが用い
られても良い。斯かる特性を用いて、新たな医療イベントが、或るケアのエピソードにグ
ループ化された１つ以上の医療イベント、及び名称のようなエピソードの一意な情報に対
して照合されても良い。一実施例においては、新たなイベントをケアのエピソードに照合
するため、規則のセットが用いられる。斯かる規則の例は、「新たな医療イベントＸの組
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織がＡであり、ケアのエピソードＹが組織Ａについての少なくとも１つのイベントを含む
場合には、ＸとＹとの間に整合がある」、新たな画像検査Ｘの組織及びモダリティが（Ａ
，Ｂ）であり、ケアのエピソードＹが同様の組織及びモダリティの少なくとも１回の画像
検査を含む場合には、ＸとＹとの間に整合がある」、「新たな画像検査Ｘの組織及びモダ
リティが（Ａ，Ｂ）であり、ケアのエピソードＹが同様の組織及びモダリティの少なくと
も１回の画像検査を含み、かつＹの日付が該新たな医療イベントよりも１年以上古くない
場合には、ＸとＹとの間に整合がある」、等を含んでも良い。更に他の実施例においては
、照合のために機械学習又は統計学的方法が用いられる。高度な実施例においては、グラ
ウンドトゥルースデータとして手動で確立された医療イベント－ケアのエピソード間の関
連に基づいた、自己学習法が用いられる。
【００３０】
　グループ化モジュール２０はまた、ユーザが最後にアプリケーションを開いてから生成
された各医療イベントについて、合致するケアのエピソードのリストを提示しても良い。
次いでユーザは、合致するエピソードの１つを選択しても良い。他の実施例においては、
合致の信頼度（例えば機械学習又は統計的モジュール等により生成される）が所定の閾値
よりも低い場合にのみ、ユーザ入力が要求される。他の実施例においては、該グループ化
モジュールは、新たな医療イベントを或るケアのエピソードに自動的に割り当てる。
【００３１】
　プロセッサ２４が、ここで説明された種々の機能及び／又は方法を実行するためのコン
ピュータ実行可能な命令を実行し、メモリ２６が、斯かる命令を保存することは、理解さ
れよう。メモリ２６は、ディスク又はハードドライブ等のような、コンピュータプログラ
ムが保存されるコンピュータ読み取り可能な媒体であっても良い。コンピュータ読み取り
可能な媒体の一般的な形態は、例えばフロッピー（登録商標）ディスク、フレキシブルデ
ィスク、ハードディスク、磁気テープ、若しくはその他の磁気記憶媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ、若しくはその他の光媒体、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュ
ＥＰＲＯＭ、それらの変形例、他のメモリチップ若しくはカートリッジ、又はその他の、
プロセッサ２４が読み取り実行することが可能な有形の媒体を含む。本明細においては、
記載されるシステムは、１つ以上の汎用コンピュータ、特殊用途向けコンピュータ、プロ
グラムされたマイクロプロセッサ又はマイクロコントローラ及び周辺集積回路要素、ＡＳ
ＩＣ又はその他の集積回路、ディジタル信号プロセッサ、離散的な要素回路のような配線
電子回路又は論理回路、ＰＬＤ、ＰＬＡ、ＦＰＧＡ、グラフィックス処理ユニット（ＧＰ
Ｕ）又はＰＡＬのようなプログラマブル論理素子、等として又はこれらにおいて実装され
ても良い。
【００３２】
　図２は、ここで説明される種々の特徴による、重症度及び傾向状態に応じた、抽出され
たデータ値の正規化及びマッピングを容易化するシステム５０を示す。該システムは、関
連データを探すため関連情報保存部にクエリ送信するデータ収集モジュール５２と、所与
の医療文書の文章構造を認識する文書解析モジュール５４と、を含む。該システムは更に
、検査タイプ、検査理由及び疾患モデルに応じて、解析された医療文書から関連情報を検
出及び抽出する、パラメータ抽出モジュール５６を有する。例えば、パラメータは、左心
室駆出率（ＬＶＥＦ）、左心室サイズ、右心室機能、右心室サイズ、大動脈弁狭窄症の重
症度、大動脈弁閉鎖不全の重症度、僧帽弁閉鎖不全の重症度、心外膜液サイズ、大動脈サ
イズ等のような、モダリティに跨るパラメータ、左心室肥大、僧帽弁狭窄症の重症度、三
尖弁逆流の重症度、左心房サイズ、右心房サイズ、ＩＶＣサイズ、心臓拡張機能、肺動脈
サイズ等のような、超音波（ＵＳ）に亘るパラメータ、年齢、性別、身長、体重、過去の
心臓手術歴等のような一般的な統計データ等を含んでも良い。これらパラメータは、モダ
リティに依存して種々の形式で記述されても良い。例えば、右心室機能パラメータは、Ｍ
Ｒレポートにおいては離散的なデータ点として保持され、ＵＳ及びＣＴレポートにおいて
は文章として保持される。
【００３３】
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　抽出されたパラメータを正規化する、パラメータ正規化モジュール５８が備えられる。
該システムは更に、１つ又は複数の値が、該値の正常範囲外であるか否か、ことによると
これまでに検出された傾向と相関しているか否かを検出する、パラメータ正常範囲外検出
部６０を有する。傾向検出モジュール６２は、一連のタイムスタンプを付された測定値又
はその他の正規化された値における傾向を検出する。可視化モジュール６４は、抽出され
た関連パラメータを表示し、パラメータが議論されるソースデータに対する即時のアクセ
スを可能とする。該システムは更に、説明されたモジュール（例えばコンピュータ実行可
能な命令、ルーチン、アプリケーション、プログラム等）を実行するプロセッサ２４と、
該プロセッサによる実行のためこれらモジュールが保存されたメモリ２６と、を含む。
【００３４】
　データ収集モジュール５２は、標準的なアプリケーションプログラミングインタフェー
ス手法により、一意な識別子を用いて、所与の患者に関連する電子文書を収集する。一実
施例においては、特定のタイプ（例えば組織、撮像モダリティ、医療専門性又は時間間隔
）の文書のみを取得するよう、検索が絞り込まれる。
【００３５】
　文書解析モジュール５４は、データ収集モジュール５２により取得されたソースデータ
の構造を種々の態様で予期するよう実装されても良い。一実施例においては、各文書タイ
プの構造（例えば２００８年１月３１日後に終了した経胸壁心エコーレポート）が既知で
あり、文書解析モジュールは解析のため該文書を適切なサブモジュールに入力しても良い
。他の実施例においては、文書タイプの構造が未知である。本実施例においては、分類デ
ーモン５５が、最も適切な解析サブモジュールを決定する。当該デーモンは、ｘｍｌタグ
の存在のような、容易に検出される特性を考慮に入れても良い。該デーモンは次いで、見
出されたｘｍｌタグを、文書タイプのレベルが付された種々の既知のテンプレートと比較
しても良い。
【００３６】
　解析モジュールの出力は、適切な形式で保持された文章の役割（例えば導入、ＬＶ駆出
率、患者履歴等）をモデル化する制御されたアイテムのリストに対する、入力文書の断片
のマッピングである。制御されたアイテムのリストは、文書タイプ毎に異なるものであっ
ても良く、レポート中に存在することが予期される値をモデル化する。データがｘｍｌタ
グを用いて予め構造化されている場合には、解析モジュールは、ｘｍｌノードを活用して
、レポートの断片を制御されたアイテムにマッピングする。例えば、ｘｍｌタグが、「Ｌ
Ａ又はＬＡＡに塊又は血栓は見つからない。右心房又は右心耳に塊又は血栓は見られない
」との句の断片を、組織特有の情報コード小片（以下参照）における制御されたアイテム
「心房」にマッピングするために用いられても良い。
【００３７】
　データが予め構造化されていない場合には、制御されたアイテムにテキスト断片をマッ
ピングするため代替の方法が用いられても良い。一実施例においては、既知のヘッダのリ
ストから文節及び段落のヘッダを認識する、規則ベースの解析部が用いられる。他の実施
例においては、種々のコンテキストの特徴を収集し、特定の文字列が文節及び段落のヘッ
ダであるか否かを決定する、統計的又は機械学習方法が用いられる。文書解析モジュール
５４はまた、既知の手法を用いて、複数の文のテキスト断片における文の境界の端を検出
する。例えば、最大エントロピー手法、規則ベースの手法等が利用されても良い。
【００３８】
　パラメータ抽出モジュール５６は、それぞれが各関連パラメータに関する、検出／抽出
サブモジュール５７のセットを管理する。各サブモジュールは、それぞれのパラメータが
文章コンテキスト及び／又は構造化された形式において言及されているか否かを検出する
よう構成される。該パラメータ抽出モジュールにとっては、文書解析モジュールによりラ
ベル付けされた医療文書においてパラメータを探すべき場所が既知である。例えば、駆出
率は、左心室に関する部分においてレポートされる。当該モジュールは、精査のため該文
書の「左心室」部分を自動的に選択する。他の例としては、以前の心臓手術が典型的に、
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「患者履歴」部分においてレポートされる。
【００３９】
　一実施例においては、フリーテキストにおける言及を検出するため、パターン認識手法
（例えば正規表現）に基づく方法が活用されても良い。これに加えて、例えば文章の断片
を単語に分けることにより、入力テキストを好適な形式にフォーマットするため、事前処
理手法が用いられても良い。検出されると、サブモジュール５７の抽出要素は、レポート
から関連する文字列を取得するが、ソース文書における文字位置のような関連するメタデ
ータを保持する。以下のコードの抜粋は、それぞれｘｍｌ形式で保存された解釈要約情報
、及びｘｍｌ形式で保存された組織特有の情報を示す。
ｘｍｌ形式で保存された解釈要約情報：
【数１】

ｘｍｌ形式で保存された組織特有の情報：
【数２】

【００４０】
　該組織特有の情報を決定する際、「大動脈弁狭窄症」についての検出／抽出サブモジュ
ール５７にとっては、レポートの「大動脈値」部分を検索することが既知であり、「大動
脈弁狭窄症の大きなものはない」という文における関連する言及を検出し、それに応じて
「大きなものはない」を抽出する。
【００４１】
　別の実施例においては、パラメータ範囲（例えば「５０乃至６０％」）が検出され、下
限及び上限を含む、より複雑なデータタイプとして抽出される。これに加えて、又は代替
として、サブモジュールの検出部分が関連文字列を検出するが、抽出モジュールがこれを
抽出することができない場合、句がフラグ付けされ、ヌル（null）値が抽出される。
【００４２】
　別の更に高度な実施例においては、パラメータ抽出モジュール５６は、例えばモダリテ
ィ、検査の理由、及び内在する疾病モデルのような、検査のコンテキスト情報を組み込み
、それに応じて情報抽出を実行する。該システムは、レポートの検査モダリティと、レポ
ートにおいて言及され得る関連パラメータと、の間のマッピングを生成する。心エコー図
のレポートについては、該システムは例えば、左心室肥大、僧帽弁狭窄症、左心房、右心
房等を抽出する。ＭＲレポートについては、該システムは、左心室駆出率（ＬＶ ＥＦ）
、左心室サイズ、右心室機能、右心室サイズ等を抽出する。該システムは、検査のＤＩＣ
ＯＭヘッダからモダリティ情報を抽出し、所定のマップを用いてレポートから抽出される
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べきパラメータのセットを決定する。
【００４３】
　パラメータ正規化モジュール５８は、実際の値（例えば測定値）又は制御されたアイテ
ムのリスト（例えば大動脈弁狭窄症の重症度）の適切なシステムに対して抽出された値を
正規化する。数値（例えば「４５％」）は、文書から容易に正規化される。フリーテキス
トの値は、マッピングテーブル（例えば「大きくない」－「正常」）を用いて正規化され
ても良い。一実施例においては、パラメータ抽出モジュールによって見出されたヌル値は
、フィールド「未知」にマッピングされる。他の実施例においては、文書タイプが考慮さ
れる。このようにして、５５％の駆出率は、ＵＳレポートから抽出された場合には「正常
」とみなされ得るが、ＭＲＩレポートから抽出された場合には「軽度」とみなされ得る。
【００４４】
　パラメータ正常範囲外検出モジュール６０は、正規化された値を受け取り、値が正常か
否かをモデル化する制御されたリストからアイテムを返す。一例として、入力値の正常度
の標準的なリストは、「正常」、「軽度」、「中程度」、「重度」である。一実施例にお
いては、制御されたリストにおける各アイテムを定義する数値についての範囲が既知であ
る。例えば、５５％の駆出率は値「正常」にマッピングされ、４０％の駆出率は「軽度」
にマッピングされても良い。他の実施例においては、値の範囲が、制御されたリストのア
イテムにマッピングされても良い。一実装においては、極値が個別にマッピングされ、よ
り「正常でない」値が範囲を表す正規化された値として用いられる。このようにして例え
ば、４５が「軽度」であり５５が「正常」であることを考慮して、「４５乃至５５％」が
「軽度」にマッピングされても良い。
【００４５】
　傾向検出モジュール６２は、タイムスタンプを押された一連の正規化された値を受容し
、百分率の変化を表す実値（例えば１５．４％の増加を表す「１５．４」若しくは９．８
％の減少を表す「－９．８％」）又は制御されたリスト（例えば「安定」若しくは「わず
かな増加」）からのアイテムである傾向値を返す。全てが数値（Ｔ［－ｋ］，Ｔ［－ｋ＋
１］，…，Ｔ［０］）の場合には、数値を比較することによって傾向が観察されても良い
。このようにして、最後のＮ個の値（Ｎ＞１は何らかの所定の値）が増加している場合に
、「増加」傾向が呼び出されても良い。別の実装においては、例えば
Ｔ［１］，Ｔ［０］と
Ｔ［－４］，Ｔ［－３］，Ｔ［－２］と
の間の百分率の変化が計算されて、Ｔ［０］とＴ［－３］との間の傾向をモデル化する。
以上の計算において、次の値及び前の値が、急激な変化を平滑化するために用いられても
良い。他の実装においては、より多くの、又はより少ない周囲の値が考慮されても良い。
【００４６】
　少なくとも１つの値が数値ではない場合、全ての値が、パラメータ正常範囲外検出モジ
ュールにより計算された正規化された正規値にマッピングされても良い。次いで、傾向を
決定するために、ルールベースの方法が用いられても良い。例えば、ルールのサンプルの
ひとつは、Ｔ［－１］における正規化された値がＴ［０］の値よりも重症度が低い場合に
は、傾向が「増加」とマークされることを基準としても良い。
【００４７】
　傾向検出モジュールは、種々の文書タイプから引き出され、文章又は離散的な形式で文
書化された、異種の情報の比較を可能とすることに、留意されたい。他の実施例において
は、正規化された値が「不明」であり、傾向が「正常」又は「軽度」である場合には、全
体的な傾向が「不明」に設定される。未知の値に対応するため、代替の実装が選択されて
も良い。
【００４８】
　可視化モジュール６４は、各パラメータについての関連情報を表示する。一実施例にお
いては、ユーザインタフェースの可視化は、パラメータごとに１つのボタン又はフィール
ドを予約する。パラメータは、何が選択されているかを示すハイライトされたボタンのよ
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うな、種々の情報を自動的に与えられても良い。該情報はまた、傾向検出モジュールによ
り検出された傾向を表す矢印を含んでも良い。百分率の変化（「１５％」）の場合には、
矢印の角度が、該百分率の変化に応じて描画されても良い。離散的な傾向情報「軽度に増
加」）の場合には、固定された角度が選択されても良い。傾向が不明とマークされている
場合には、矢印の代わりに疑問符のような、適切な視覚化が選択されても良い。
【００４９】
　該情報はまた、正規値を表すパラメータのボタン又はフィールドに関連したボタンの色
又は１つ以上の視覚的な要素を含んでも良い。例えば、値「重症」は赤色に、「中程度」
は橙色に、「軽度」は黄色に関連付けられても良い。その他に、パラメータの性質に依存
して、より適切な色方式が用いられても良い。一実装においては、傾向の矢印は色を付け
られる。傾向が不明である場合には、色はこのことを反映するように（例えば灰色）選択
されても良い。これに加えて、又は代替として、該情報は、一意なレポートにおけるパラ
メータ抽出モジュールにより見出された該当数を表す数値を含んでも良い。当該情報は、
標準的なウェブ方法を用いて表示されても良い。
【００５０】
　一実施例においては、適切なユーザインタラクションが適用される。例えば、ユーザが
パラメータボタンをクリックすると、該パラメータが議論された全ての文章がユーザに示
される。他の実施例においては、一意な文章のみが示される。ボタンを色付けするために
用いられたものと同じ色付け方式を潜在的に用いて、抽出され正規化された句又は値が目
立つように色付けされ又は強調表示されても良い。
【００５１】
　他の実施例においては、パラメータの（正規化された）値が、タイムライン上にプロッ
トされる。関連する実施例においては、対応する傾向情報が同時に表示された、１つ以上
のパラメータがプロットされた１つのタイムラインパネルがある。ユーザ新たなパラメー
タを選択するたびに、対応する値がタイムライン上に示される。
【００５２】
　図３は、ここで説明される１つ以上の特徴による、臨床コンテキストインジケータイン
タフェース７０を示す。一般的な「ダッシュボード」タブ７２が選択されると、関連パラ
メータについてのダッシュボード表示及び以前の文章レポートについての一般的なタイム
ライン概要が与えられる。パラメータボタン内の矢印及び色が、傾向及び正常範囲外情報
を反映する。「ＡＳ」についての灰色の矢印７４は、少なくとも１つの値が抽出又は正規
化できなかったことを示す。ユーザは、該値をユーザ自身でチェックしたいと考え得る。
当該インタフェースにおいては、画像測定、非心臓画像、病理及び検査レポートからの情
報が、１つの視覚的なダッシュボードに組み合わせられることに留意されたい。暗く点灯
したボタン７６は、これらパラメータについての該当がなかったことを示す。これらのボ
タンをクリックすると、空の「レポート」パネルを表示する。
【００５３】
　図４は、「ＬＶ ＥＦ」ボタン８０がクリックされた、臨床コンテキストインジケータ
インタフェース７０を示す。レポートの小片のタイムライン８２はここでは、「（１２）
」により示された、１２個の一意なレポート及びＬＶ駆出率に関する文章のみを示す。傾
向は減少であり、少なくとも１つの以前の値が重傷状態であり、このことは該ボタン内の
下向きの赤色の矢印により示される。「レポート」パネル８４において、ＬＶ ＥＦに関
連する文章のみが表示され、抽出された正常範囲外の値が色付きで表示され、太字で示さ
れる。レポートの小片が「レポート」パネルにおいて選択されると、最下部のページにお
いて元のレポートが表示される。文章及び値は、最下部のパネルにおいても強調表示され
ても良い。
【００５４】
　図５は、ここで説明される種々の特徴による、抽出されたデータを分類すること、及び
患者履歴の高レベルの概観を可視化することを容易化するシステム１００を示す。該シス
テムは、医療文章１０３から文節、段落及び文を解析して取り出す文書解析モジュール１
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０２と、句を検出してこれら句を外部のオントロジー１０５にマッピングする概念抽出モ
ジュール１０４と、を有する。該システムは更に、コンテキスト情報に基づいて抽出され
た句の状態を決定する文章コンテキストモジュール１０６と、１つ以上の抽出された概念
を取り上げてこれら概念を１つ以上の予め選択されたカテゴリ１０９にマッピングする分
類モジュール１０８と、を含む。該システムは更に、１つ以上の医療文章文書から計算さ
れた分類情報を可視化する、情報可視化アプリケーション１１２（例えば臨床コンテキス
トインジケータ等）の一部である、可視化モジュール１１０を有する。該システムは更に
、説明されるモジュール（例えばコンピュータ実行可能な命令、ルーチン、アプリケーシ
ョン、プログラム等）を実行するプロセッサ２４と、該プロセッサによる実行のためモジ
ュールが保存されたメモリ２６と、を含む。
【００５５】
　文書解析モジュール１０２は、医療文章文書における文節及び段落ヘッダを認識し、潜
在的に文節ヘッダ（例えば「印象」）及び段落ヘッダ（例えば「肝臓」）の所定のセット
に対してこれらヘッダを正規化する。当該モジュールは、規則ベースの手法又は機械学習
手法を用いて実装されても良い。最新のモジュールは、基本的に統計学的手法に基づく最
大エントロピーモデルを用いる。
【００５６】
　概念抽出モジュール１０４は、フリーテキスト型の文において句を認識し、これら句を
ＳＮＯＭＥＤ、ＵＭＬＳ、RadLex又はMetaMapのような外部のオントロジーにマッピング
する。
【００５７】
　文章コンテキストモジュール１０６は、認識された句の状態を決定する。例えば、以下
の例においては、それぞれの句が、該句が出現するコンテキストによって修正される。「
再発性の転移の証拠はない」においては、「再発性の転移」が実質的に無効とされる。「
肺塞栓について評価」においては、「肺塞栓」が評価され、追認も反証もされない。「外
傷性脳損傷の履歴」においては、「外傷性脳損傷」が過去に出現している。当該モジュー
ルは、表現ベースの方法に基づくものであっても良い。例えば、「の履歴」という文字列
の最大でも３語前に出現する全ての句が過去に出現したと規定しても良い。斯かる方法は
、医療の言語処理（例えば「NegEx」）における分野において非常に有効であることが分
かっている。
【００５８】
　分類モジュール１０８は、１つ以上の概念を受容し、これら概念を１つ以上の所定のカ
テゴリに関連付ける。例えば、ＣＣＩユーザに関連するカテゴリは、腫瘍、自己免疫不全
、先天性異常、心疾患、感染性疾患、代謝異常、兆候及び症状、外傷及び傷害、神経性障
害、呼吸器系／胸部疾患、ＧＩ／ＧＵ疾患、筋骨格障害、等を含む。一実施例においては
、分類モジュール１０８は、１つの概念を、これら所定のカテゴリの１つ以上にマッピン
グする。一実装においては、該モジュールは、所定のカテゴリのそれぞれをモデル化する
概念のリストを保持する。或る概念がカテゴリの概念のリストのいずれかに見出された場
合、該概念は当該カテゴリに関連付けられる。他の実装においては、代表的な概念のリス
トがカテゴリ毎に保持され、サブモジュールが或る入力概念と代表概念のリストとの間の
意味的な関連を、オントロジーの関係を通して確立しようと試みる。
【００５９】
　典型的には、２つのオントロギー概念間の有向の関連である。例えば、「左腎」は「腎
臓」である、「腎嚢胞」は「腎臓」に所見の部位を持つ、「橋」は「脳幹」の一部である
、といったものである。これらの関係は、「左腎」は「腎臓」であり「腎臓」には「腎嚢
胞」の所見の部位がある、及び、「橋」は「脳幹」の一部であり「脳幹」は「脳」の一部
である、といったように反復的に横断され得る。概念の反復的な横断を制約するため、特
定の論理が適用されても良い。例えば、「～は～である」型の関連のみが横断される、又
は、最初の任意の数の「～は～である」型の関連が横断され、次いで１つの「～は～に所
見の部位を持つ」型の関連、次いで再び任意の数の「～は～である」型の関連が横断され
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る、のように規定されても良い。
【００６０】
　或る入力概念から、実際の横断ロジックに関するカテゴリの代表概念の１つまで、オン
トロジーを横断する道順がある場合には、該概念は当該カテゴリに属するとみなされる。
他の実施例においては、複数の入力概念が、全体として分類される。このことは、入力概
念のリストにおける各個別の概念についてのカテゴリを取得し、結果を集約することによ
って実現され得る。潜在的な集約方法は、リストの概念の少なくとも１つが特定のカテゴ
リに関連する場合には、概念のリストが該カテゴリに属する、該リストの概念の大部分が
当該カテゴリに関連する、又は該リストの概念の全てが当該カテゴリに関連する、と結論
することを含む。
【００６１】
　別の実施例においては、ユーザが、リストファイルを修正することによって、何が特定
のカテゴリに属し何が属さないかを操作することができるように、カテゴリ概念のリスト
が外部的に構成可能である。他の実施例においては、新たな概念のリストを追加すること
によって、ユーザがカテゴリを追加することができる。分類モジュールは、該モジュール
が見出した全てのリストを入力位置において取得し、単に該リストの内容に基づいてカテ
ゴリの関連を決定する。
【００６２】
　可視化モジュール１１０は、臨床コンテキストインジケータのような、ソースの文章に
直観的に及び包括的に一体化された、ことによると他のアプリケーションに一体化された
、分類結果を提示する。一実施例においては、該分類結果はバープロットとして示され、
各バーがカテゴリを表し、バーのサイズが該カテゴリに関連する文又はレポートの（相対
的な）数により決定される。
【００６３】
　図６は、クローン病に関連する情報を含むレポートをフィルタリングするため用いられ
るバープロット１５０を示す。第１のバーは、これまでの医療文章の９５％が、兆候及び
症状（Signs and symptoms）の概念に関連する少なくとも１つの文を含むことを示してい
る。文章コンテキストモジュールごとに文章のコンテキストにおいて特定の状態を持つ句
からマッピングされた概念のみが分類されることが実施されても良い。例えば、無効にさ
れていない概念のみが分類のために用いられることが決定されても良い。
【００６４】
　他のＵＩの実施例においては、ユーザは各バーの上でマウスを動かし、カテゴリに関連
するテキストの小片を手元で閲覧できる。このことは、患者の臨床履歴の、クリックなし
での瞬時の印象を与える。他の高度な実施例においては、各バーがクリックされることが
でき、このことが、ＣＣＩのような該実施例が実装されたツールにより表示される内容に
ついてのフィルタとして機能する。本実施例においては、タイムライン表現が、分類モジ
ュールにより選択されたカテゴリに関連付けられたテキストの小片を表示する。
【００６５】
　更に他の実施例においては、ユーザが該システムにフィードバックを与えることができ
る。この目的のため、特定の概念が抽出された句が、標準的な良く知られた可視化手法を
用いて下線を付されても良い。ユーザが該下線を付された句の上を移動すると、抽出され
た概念及びそのカテゴリに関する情報を伴うポップアップが出現する。当該ポップアップ
において、ユーザは該概念が実際には該カテゴリに属さないことを示しても良い。当該情
報は、手動で又は自動的に、分類モジュールの挙動を精錬するためログに記録されても良
い。
【００６６】
　本発明は、幾つかの実施例を参照しながら説明された。以上の詳細な説明を読み理解す
ることにより、他への変更及び変形が生じ得る。本発明は、添付される請求項又はそれと
同等のものの範囲内である限りにおいて、斯かる変更及び変形のいずれもを含むものと解
釈されることを意図されている。
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